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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成22年6月24日(2010.6.24)

【公表番号】特表2005-535420(P2005-535420A)
【公表日】平成17年11月24日(2005.11.24)
【年通号数】公開・登録公報2005-046
【出願番号】特願2004-530034(P2004-530034)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   8/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   8/00    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年4月28日(2010.4.28)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非侵襲的な超音波エコー技術を用いる人間または動物の前記体腔内の液体体積を測定す
る装置であって、
　複数の入射角で、および複数の空間位置から体腔中に複数の超音波信号を送信し受信す
るように、その上に取り付けられた５つの超音波トランスデューサＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄおよび
Ｅを含むトランスデューサアセンブリと、
　送信される超音波信号を発生するために前記トランスデューサを活性化する手段と、
　受信超音波信号からの体腔壁エコーを検出する手段と、
　前記受信信号から体腔の高さＨおよび深さＤを決定する手段と、
　特定の測定形態に対応する適切な所定の補正因子Ｋを選択し、液体体積の最適な計算を
するために、液体で充満した体腔を横切る超音波信号から、前記体腔の充満の程度に対応
する特定の測定形態を決定する手段と、
　式　Ｈ×Ｄ×Ｋ　により前記液体体積を計算する手段と、
を備え、
　前記５つのトランスデューサＡ、Ｂ、Ｃ、ＤおよびＥは、Ｃ、Ｂ、Ａ、Ｄ及びＥの順に
配列されており、
　前記５つのトランスデューサＡ、Ｂ、Ｃ、ＤおよびＥの各々は、このトランスデューサ
配列面の直交軸に対して角度θＡ、θＢ、θＣ、θＤ、θＥをもって方向付けられ、これ
らの角度の各々は、θＡ＝－２５°、θＢ＝０°、θＣ＝＋２５°、θＤ＝＋２５°、θ

Ｅ＝＋４０°であることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記体腔は膀胱であり、測定される前記液体体積が尿の体積であることを特徴とする、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記活性化する手段は前記複数の超音波信号を選択順に送信することを特徴とする、請
求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記検出する手段は前記複数の超音波信号からのエコー移動時間および他のビーム情報
を用いることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
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【請求項５】
　前記決定する手段は、前記液体で充満した体腔を横切る超音波ビームに対応する前記複
数の超音波信号から特定の超音波信号を選択することを特徴とする、請求項１に記載の装
置。
【請求項６】
　使用者による前記トランスデューサの位置決めの最適化を可能とするために前記計算さ
れた液体体積の瞬時表示を行う表示手段をさらに備えたことを特徴とする、請求項１に記
載の装置。
【請求項７】
　推論する手段が前もって経験的に決定された複数の補正因子Ｋを格納するメモリを備え
たことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記体積計算に用いるための補正因子Ｋを選択するための、性、体重、年令等の患者の
情報を入力する手段をさらに備えたことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　自己学習プロセスにおける補正因子を最適化するため、内部メモリと有効な体積測定を
入力し格納する手段をさらに備えたことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　ホールド／スタートボタンにより読み出しを凍結する手段を備えたことを特徴とする、
請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記トランスデューサは、前記膀胱壁のエコー反射領域が単一の矢状面内に位置するよ
うに、アセンブリに配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記超音波トランスデューサはディスク状であることを特徴とする、請求項１に記載の
装置。
【請求項１３】
　電力がバッテリにより供給されることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　人の膀胱上の前記トランスデューサアセンブリの、正しい尾－頭方向の位置決めを示す
手段をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記トランスデューサアセンブリは、ケーブルによって、入力装置、プロセッサ、ディ
スプレイおよび電源部を含む筐体に接続されていることを特徴とする、請求項１に記載の
装置。
【請求項１６】
　前記トランスデューサアセンブリは、最適の音響カップリングおよび患者の便宜のため
に前記トランスデューサをカバーする超音波カップリング材料をさらに備えていることを
特徴とする、請求項１に記載の装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３９】
　この装置は、また膀胱の上の身体上にトランスデューサアレイの尾－頭側の正しいポジ
ショニングを示すための手段を備えてもよい。たとえば、図１に提案したような通常の測
定において、膀胱の充満レベルにより、トランスデューサＤおよびＥは現在の状態の膀胱
を示すかもしれないし、そうでないかもしれないが、少なくともトランスデューサＡ、Ｂ
およびＣは膀胱の現在の状況を示すことが予想される。この場合、たとえば、Ａによって
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、またはＡとＢによって信号は示されないが、ＤまたはＤとＥによって信号が示され、そ
れにより、トランスデューサ・アセンブリが頭側方向にあまりにも離れて位置していると
推測できる。これはこの装置のディスプレイに示すことができる。この装置は、ホールド
／スタートボタンにより読み出しを凍結する手段を備えていてもよい。前記トランスデュ
ーサアセンブリは、ケーブルによって、入力装置、プロセッサ、ディスプレイおよび電源
部を含む筐体に接続されてもよい。前記装置には、電力がバッテリにより供給されてもよ
い。


	header
	written-amendment

